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募
　
集

入
居
者
募
集
情
報

☆
市
営
住
宅
　

○
大
宮
市
営
住
宅
（
高
齢
者
・

障
が
い
者
の
い
る
世
帯
の
申
込

住
戸
、
単
身
可
）

　

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ　
　

1
戸

○
大
宮
市
営
住
宅
（
20
歳
未
満

の
子
を
扶
養
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
申
込
住
戸
）　

　

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ　
　

1
戸

○
大
宮
市
営
住
宅　
　
　
　
　

　

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　
　

1
戸

○
城
内
南
第
2
市
営
住
宅　
　

　

3
Ｄ
Ｋ　
　
　

1
戸

○
本
町
市
営
住
宅　
　
　
　
　

　

3
Ｄ
Ｋ　
　
　

1
戸

☆
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
ス
カ

イ
ハ
イ
ツ
）（
申
込
み
は
所
得

月
額
48
万
７
千
円
ま
で
の
方
）

○
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
平
柳　
　
　

　

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ（
78
・
45
平
方
㍍
）

　

1
戸　

家
賃
6
万
9
千
円
／
月

　

3
Ｄ
Ｋ　
（
70
・
23
平
方
㍍
）

　

1
戸　

家
賃
6
万
5
千
円
／
月

　市では、栃木市自治基本条例において制定することが規定さ
れている栃木市住民投票条例の制定に向けて検討を進めてい
ます。
　住民投票条例とは、自治基本条例第26条第5項の規定に基
づき、住民投票の請求及び実施に関する手続き、その他必要
な事項を定めるものです。
　この条例案について、皆さんの意見をお寄せください。
◆募集期間　11月20日（木）～12月22日（月）必着
◆対象　・市内在住、在勤、在学の方
　　　　・市内に事業所又は事業所を有する個人及び法人そ
　　　　　の他の団体
　　　　・市税の納税義務者
◆閲覧場所
　 総務課・市政情報センター、各総合支所地域まちづくり課、
市ホームページ
◆意見の提出方法
　閲覧場所に備え付けられている意見書又は市ホームページか
らダウンロードした意見書に必要事項を記入のうえ、次のいず
れかの方法で提出してください。
　○郵送　〒328－8686（住所不要）
　　　　　栃木市総務課行政管理担当あて
　○ＦＡＸ　21－2674
　○メール　soumu@city.tochigi.lg.jp
◆その他　・提出された意見等は後日公表します。（住所・氏
　　　　　　名等は非公表）
　　　　　・意見に対する個別の回答はしません。
◆問合先　　 総務課  ☎（21）2343　

栃木市住民投票条例（案）への
意見募集

栃木市住民投票条例（案）への
意見募集

栃木市住民投票条例（案）への
意見募集

本

○
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
川
原
田　
　

　

3
D
K　
（
73
・
77
平
方
㍍
）

　

2
戸　

家
賃
6
万
6
千
円
／
月

※

駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
、

家
賃
の
他
に
駐
車
場
料
金
（
月
2
，

7
0
0
円
／
台
）
が
か
か
り
ま
す
。

☆
共
通
事
項

◆
申
込
期
間　

12
月
5
日（
金
）

〜
12
月
11
日
（
木
）
8
時
30
分
〜

17
時
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

◆
入
居
日
　
平
成
27
年
1
月
１

日
（
木
）

※

入
居
資
格
・
条
件
等
、
詳
細

は
左
記
へ
（
申
込
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

　

 

建
築
課

　

☎
（21）
2
4
5
1
・
2
4
5
2

本
市
費
負
担
教
職
員
募
集

栃
木
市
交
通
指
導
員
募
集

　

子
ど
も
が
好
き
で
教
え
る
こ

と
が
大
好
き
な
小
学
校
の
先
生

を
募
集
し
ま
す
。

◆
教
員
種
別
・
採
用
予
定
者
数

小
学
校
教
諭　

若
干
名

◆
雇
用
期
間

平
成
27
年
4
月
1
日
〜
平
成
28

年
3
月
31
日

◆
給
与

大
卒　

1
9
5
，9
0
0
円
〜

2
7
8
，9
0
0
円

短
大
卒　

1
7
4
，7
0
0
円

〜
2
6
4
，6
0
0
円

（
教
職
経
験
年
数
に
よ
り
金
額

を
決
定
。
他
、
諸
手
当
及
び
期

末
勤
勉
手
当
等
あ
り
）

※

給
与
改
定
等
に
よ
っ
て
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
受
験
資
格

小
学
校
普
通
免
許
状
を
有
す
る

方
（
平
成
27
年
3
月
31
日
ま
で

に
取
得
見
込
み
の
方
も
含
む
）

※

学
級
担
任
を
行
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◆
採
用
選
考
日

平
成
27
年
1
月
17
日
（
土
）

◆
場
所

市
役
所
本
庁
舎
（
万
町
）

◆
選
考
方
法

筆
記
試
験　

小
論
文
、
面
接

◆
選
考
案
内

　

 

学
校
教
育
課
で
選
考
要
項

等
を
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

◆
申
込
期
間

12
月
5
日
（
金
）
〜
1
月
5
日

（
月
）
必
着

◆
申
込
・
問
合
先

　

 

学
校
教
育
課
☎
（21）
2
4
7
2

　

児
童
の
交
通
安
全
を
指
導
す

る
交
通
指
導
員
を
募
集
し
ま
す
。

※

応
募
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用

の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

◆
募
集
人
数　

若
干
名

◆
勤
務
地
域　

栃
木
、
藤
岡
の

各
地
域

◆
対
象　

市
内
に
居
住
す
る
概

ね
65
歳
ま
で
の
健
康
な
方

◆
勤
務
内
容　

通
学
路
に
お
け

る
児
童
の
交
通
安
全
指
導
（
平

日
の
7
時
頃
〜
8
時
頃
）、
イ
ベ

ン
ト
等
に
お
け
る
交
通
整
理
等

◆
任
期　

平
成
27
年
4
月
1
日

か
ら
2
年
間
（
再
任
用
あ
り
）

◆
報
酬　

月
額
4
7
，0
0
0
円

◆
申
込
・
問
合
先

平
成
27
年
1
月
23
日（
金
）ま
で

に
、　

交
通
防
犯
課
、 　
活
環
境

課
へ
履
歴
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

　
 

交
通
防
犯
課
☎
（21）
2
1
5
1

　
 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

「（
仮
称
）栃
木
市
観
光
情
報

    

物
産
館
」運
営
事
業
者
募
集

　

平
成
27
年
4
月
に
栃
木
市
倭

町
に
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
の

「（
仮
称
）
栃
木
市
観
光
情
報
物

産
館
」
内
、
店
舗
部
分
の
運
営

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。
当
店

舗
で
は
、
観
光
誘
客
及
び
地
域

経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
、
と
ち
ぎ
小
江
戸
ブ
ラ

ン
ド
及
び
と
ち
介
グ
ッ
ズ
等
を

展
示
販
売
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◆
店
舗
概
要　

 （1）
所
在
地

栃
木
市
倭
町
13

－

2 （
元
東
武

ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
プ
栃
木
店
）

 （2）
店
舗
面
積 

店
舗
部
分
は
約
30
坪　

全
体
は

約
1
0
6
坪

◆
応
募
方
法　

参
加
表
明
書
等
に
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
上
、　

 

商
工
観
光

課
に
郵
送
ま
た
は
直
接
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

〒
3
2
8

－

8
6
8
6
（
住
所

不
要
）栃
木
市
商
工
観
光
課
あ
て

※

関
係
書
類
等
は
、　

商
工
観

光
課
の
窓
口
で
配
布
し
て
い
る

ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

応
募
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、

留
意
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

関
係
書
類
を
確
認
の
上
、
応
募

く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間　

11
月
20
日（
木
）

〜
12
月
15
日（
月
）12
時

※

参
加
表
明
書
の
提
出
は
、
12

月
8
日
（
月
）
ま
で

◆
問
合
先

　

 

商
工
観
光
課
☎
（21）
2
3
7
3

本
本

藤

本

藤

　市では、栃木市自治基本条例において制定することが規定されている栃木
市パブリックコメント手続条例の制定に向けて検討を進めています。
　パブリックコメント手続条例とは、自治基本条例第 28 条第 3 項の規定に基
づき、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めるものです。
　この条例案について、皆さんの意見をお寄せください。

栃木市パブリックコメント手続条例（案）への
意見募集　

栃木市パブリックコメント手続条例（案）への
意見募集　

栃木市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（案）

パブリックコメント（意見・提案）募集

栃木市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（案）

パブリックコメント（意見・提案）募集

栃木市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（案）

パブリックコメント（意見・提案）募集

栃木市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（案）

パブリックコメント（意見・提案）募集
栃木市パブリックコメント手続条例（案）への

意見募集　
栃木市パブリックコメント手続条例（案）への

意見募集　

◆募集期間　11月20日（木）～12月22日（月）必着
◆対象　・市内在住、在勤、在学の方
　　　　・市内に事業所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
　　　　・市税の納税義務者　・実施機関が行う政策等に利害関係を有する者
◆閲覧場所　　 秘書広報課、市政情報センター、各総合支所地域まちづくり課、
　　　　　　 市ホームページ
◆意見の提出方法
　閲覧場所に備え付けられている意見書又は市ホームページからダウンロードした
　意見書に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
　○郵送　〒328－8686（住所不要）栃木市秘書広報課広報広聴担当あて
　○ＦＡＸ　21－2673
　○メール　tochigi@city.tochigi.lg.jp
◆その他　・提出された意見等は後日公表します。（住所・氏名等は非公表）
　　　　　  ・意見に対する個別の回答はしません。
◆問合先　 　 秘書広報課☎（21）2317

　市では「栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定を進めています。
　栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、老人福祉法及び介護保険法
に基づき、3年毎に策定するもので、本計画（案）は平成27年から平成29年の計画と
なります。高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう高齢者福祉・保健の
総合的な推進と介護保険事業に係る保険給付等の円滑な実施を図るものです。
　この計画（案）に対する皆さんの意見・提案をお寄せください。

◆募集期間　12月5日（金）～平成 27年1月5日（月）必着
◆対象　市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所等を有する個人・法人等
◆閲覧場所　　 高齢福祉課、市政情報センター、各公民館、
　　　　　　 各総合支所健康福祉課、市ホームページ
◆意見の提出方法
　閲覧場所に備え付けられている意見書又は市ホームページからダウンロードした
　意見書に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
　○直接提出　　高齢福祉課、各総合支所健康福祉課
　○郵送　〒328－8686（住所不要）栃木市高齢福祉課あて
　○ＦＡＸ　21－2682
　○メール　kourei@city.tochigi.lg.jp
◆その他　・提出された意見等は後日公表します。（住所・氏名等は非公表）
　　　　　  ・意見に対する個別の回答はしません。
◆問合先　 　 高齢福祉課☎（21）2243本

本

本

本

本

本

本

本

本
本


